
道路工事施行承認申請書  
〇〇第 １００ 号 

福岡県知事 殿                       令和３年１０月１日 

                                         〒816-0943 

                                   住所 大野城市白木原３丁目５－２５    

                                   氏名 （株）那珂土木事務所 代表取締役 福岡 太郎 

（自署又は記名押印） 

                                          担当者 総務課 筑紫 次郎     

                                             Tel  092-513-5563        

道路法第２４条の規定により、 道路工事施行承認を申請します。 

施 工 目 的 歩道切下げ位置の移設のため 

 
施 工 場 所      
 

路線名  那珂川大野城線  歩道・車道・その他（    ） 

場 所 大野城市白木原３丁目５－２５地先 

 

 

 

工 事 概 要      

 

 

     工  事  種  別       施  工  数  量 

歩車道境界ブロック切下げ Ｌ＝５．２ｍ  

歩車道境界ブロック切上げ Ｌ＝５．２ｍ  

アスファルト舗装（乗入口） １２．３０㎡  

植樹帯撤去 ４．２０㎡  

  

工事の期間 

令和３年１１月 １日から 

              うち２ 日間 

令和３年１１月 ８日まで  

 

 

 

施 工 方 法      

 

 

直営・請負 

      施工業者  住 所 福岡市東区箱崎１丁目１８－１ 

                  法人名 （株）福岡県土 

                  担当者 工務課 〇〇 

                  連絡先 090-〇〇〇〇-〇〇〇〇 

添 付 書 類 

必要な書 

類に◯を  

付ける。 

位置図（ 1/50,000）、平面図（現況及び計画がわかるもので 1/500 以上）、

断面図（ 1/100 以上）、公図（写）、構造図、交通規制図、工事仕様書、 

求積表（ 1/500 以上）、同意書、現況写真、  

その他（                           ）  

備   考 受  付 

  

 

※ 申請者（申請者が法人の場合は、代表者。）が氏名の記載を自署で行う場合は、

押印を省略することができる。   



道路工事施行承認書 

 

                                        〒816-0943 

                                   住所 大野城市白木原３丁目５－２５    

                                   氏名 （株）那珂土木事務所 代表取締役 福岡 太郎 

                                          担当者 総務課 筑紫 次郎     

                                             Tel  092-513-5563        

施 工 目 的      歩道切下げ位置の移設のため 

 
施 工 場 所      
 

路線名  那珂川大野城線  歩道・車道・その他（    ） 

場 所 大野城市白木原３丁目５－２５地先 

 

 

工 事 概 要      

 

 

     工  事  種  別      工  事  種  別 

歩車道境界ブロック切下げ Ｌ＝５．２ｍ  

歩車道境界ブロック切上げ Ｌ＝５．２ｍ  

アスファルト舗装（乗入口） １２．３０㎡  

植樹帯撤去 ４．２０㎡  
 

工事の期間 
令和３年１１月 １日から 

              うち２ 日間 

令和３年１１月 ８日まで  

 

 

 

施 工 方 法      

 

 

直営・請負 

      施工業者  住 所 福岡市東区箱崎１丁目１８－１ 

                  法人名 （株）福岡県土 

                  担当者 工務課 〇〇 

                  連絡先 090-〇〇〇〇-〇〇〇〇 

 

                              第     号 

                                                         年  月  日 

 

 

                                                      印 

 
 

道路工事の施行については、別紙条件を付して、上記のとおり承認します。 

 

 この道路工事施行承認について不服があるときは、道路法及び行政不服審査法の定めるところに

より、この承認書を受け取った日の翌日から起算して３か月以内に福岡県知事に審査請求すること

ができます（なお、この承認書を受け取った日の翌日から起算して３か月以内であっても、処分の

日から１年を経過すると審査請求することができなくなります。）。 

  また、行政事件訴訟法の定めるところにより、この承認書を受け取った日（当該処分につき、審

査請求した場合においては、これに対する裁決の送達を受けた日）の翌日から起算して６か月以内

に、福岡県を被告として（代表者は福岡県知事になります。）、処分の取消しの訴えを提起するこ

とができます（なお、この承認書を受け取った日又は裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６

か月以内であっても、処分の日又は裁決の日から１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起する

ことができなくなります。）。 

 

 


